
 

  
 

貸切バス利用促進事業補助金（令和５年度上半期）の申請方法 
 
 

     富山県では、貸切バスの利用促進を図るため、貸切バスを利用する際の運賃・料金について

一部補助を行います。 

 

 

 

道路運送法（昭和 26年法律第 183号）第４条の許可を受けて、富山県内に本店又は支店を置

き一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者 

 

 

 

 

補助対象経費は、次の各号を満たす県内の貸切バスの利用料金・運賃とする。 

（１）国、自治体の利用、宗教活動・政治活動を目的とした利用でないこと。 

（２）幼稚園、保育所、学校行事、企業や地域活動での利用も対象とする。 

（３）GoToトラベル事業を適用するツアーも対象とする。 

（４）バスの出発地、帰着地又はその両方は富山県とする。 

（５）他のバス利用促進のための補助金との併用は不可。 

（６）令和５年３月１日から令和５年９月 30日までの間に催行されるものであること。 

（出発日、帰着日いずれもこの期間であること。） 

（７）定期輸送（スクールバス、企業の従業員送迎等）での利用は対象外とする。 

（８）令和５年２月 28日以前に契約している利用については対象外とする。 

（９）公益社団法人日本バス協会が定める「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライ

ン」を遵守していること。 

 

 

 

 

 補  助  対  象  期  間  ：令和５年３月１日～令和５年９月 30日 
申  込  受  付  期  間  ：令和５年３月１日～令和５年９月 30日 
※出発日、帰着日いずれもこの期間であること 

※予算に達した場合、受付終了 

※今後の感染状況等により実施内容を変更・中止する可能性があります 

 

 

 

        

運賃・料金（税込）の１／２（千円未満切捨） 

１台１運行あたり補助限度額 ７５，０００円 

※補助対象者１者あたりの補助金額は、令和５年３月１日時点の貸切バス車両保有台数

（休車を含む）に応じた金額とする。 

 

 

 

１ 対象事業者 

２ 補助対象経費及び事業 

４ 補助額 

３ 補助対象期間、申込受付期間 



 

 

 

 

 

 

（１） 貸切バス利用促進事業補助金利用管理表兼実績一覧表（様式第２号）及び運送引受書

を申込受付期限までに FAX、メール送付又は郵送してください。 

（２） （１）の書類受領後、５日以内に事務局より受領確認を記載し FAX 又はメール送付し

ます。５日経過しても返送がない場合は、お手数ですが事務局へお電話ください。 

（３） 貸切バス運行後、３日以内又はその月末のいずれか早い日までに乗務記録（※１）に

（２）の書類を添付して FAX 又は郵送してください。 

（４） 月末に事務局より当月の申請分について連絡をしますので、内容を確認してください。 

（５） 貸切バス利用促進事業補助金交付申請書及び実績報告書（様式第１号）、貸切バス利用

促進事業利用管理表兼実績一覧表（様式第２号）及び振込先口座情報（※２）を翌月５日

までに郵送してください。 

    

※１ 運転日報等運転経路、距離等が分かる書類 

※２ これまで提出していない事業者のみ 

 

 ※申し込み後、行程に変更がありましたらその都度ご相談ください。 

 

【申請書類】補助金交付要綱、申請様式等は、（公社）富山県バス協会 HP 及び富山県交通戦

略企画課の HP からダウンロードできます。 

【書類の提出先】事務局 

     〒930-0003 富山市桜町 1 丁目 1 番地 36 号 地鉄ビル B1F 

（公社）富山県バス協会 貸切バス振興室 
 
補助金は（５）の提出後、１か月を目途に県から振込いたしますが、書類の修正等によりさ

らにお時間がかかる場合がございます。 
 
 
 

 
 

（公社）富山県バス協会 担当：田上 

TEL：076-411-9763  FAX：076-411-9764 

※TELは 8:30～17:30（土・日・祝日は除く） 

５ 申請方法 

お問合せはこちらまで 


